
医師の働き方改革における
Ｃ-２水準関連審査

～医療機関の皆様へ～

厚生労働省 医政局 医事課 医師等医療従事者働き方改革推進室



Ｃｰ２水準に関するホームページ「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」

本日の説明内容は、ホームページにも掲載しております。
Ｃ-２水準の適用を希望する医師及び医療機関に対して、申請書類の記入例、よくあるご質問等、
審査に必要な情報を掲載しておりますので、ぜひご覧ください。

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
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Ｃ-２水準関連審査の
申請方法
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Ｃ-２水準関連審査を申請する
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医療機関の皆様

4



医療機関アカウントの作成 ①

医療機関が医療機関申請書を作成するため、ま
た、医師作成の技能研修計画の承認・提出等
を行うために、新規アカウント登録ページより、
「医療機関アカウント」を作成してください。
医療機関アカウント発行申請を行うと、メールア
ドレス認証のメールが自動送信されるため、受信
したメールの認証ＵＲＬをクリックして申請を完
了してください。
医療機関アカウントの発行には、申請から３営
業日（土日祝日を除く）程度を要します。
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医療機関アカウントの作成 ②

入力様式に沿って、項目を埋めてください。
特に保険医療機関コードは間違いのないよう記入してください。
保険医療機関コード（10桁）：都道府県番号（２桁）＋
「１」＋「医療機関番号（７桁）」
医療機関名は、医療機関番号と紐付いている医療機関名を記
入してください。
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ログイン（医療機関申請書の作成等を行う医療機関）

発行された医療機関アカウントを用いて、ログインを
行ってください。
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医療機関マイページ（医療機関申請書の作成）

ログイン後、医療機関マイページが表示されます。
「医療機関登録情報の変更」を押すと、登録情報の編
集画面へ移動します。
「医療機関申請書の作成」を押すと、医療機関申請書
の作成画面へ移動します。
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医療機関申請書の作成 ①

入力様式に沿って、項目を埋めてください。
医療機関申請書を作成する際は、円滑に作成を進めるために、
申請分野の技能を指導している医師等に、記載内容を相談
しながら作成していただくことを推奨します。

対象分野を記載
内科領域・小児科領域・皮膚科領域・精神科領域・外科領域
整形外科領域・産婦人科領域・眼科領域・耳鼻咽喉科領域
泌尿器科領域・脳神経外科領域・放射線科領域・麻酔科領域
病理領域・臨床検査領域・救急科領域・形成外科領域
リハビリテーション科領域・総合診療領域

対象分野における医師の育成が可能と
考える具体的な理由を記載

（１）学会の施設認定
（２）指導体制
（３）設備
（４）その他の教育研修環境
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医療機関申請書の作成 ②

技能研修計画と同時に申請することにな
るため、同時申請の分野の技能名を選択
修練を行う医療機関として提出された技能研修計画
に記載されている技能名を選択することができます。

「Ｃ-２水準対象医療機関の指定要
件」の記載内容を証する資料を添付
「追加＋」を押して、不足のないように、資料
をアップロードしてください。添付資料ごとに

（１）学会の施設認定
（２）指導体制
（３）設備
（４）その他の教育研修環境

のいずれに該当するか、チェックボックスに✔
をいれてください。

✔

「PDFダウンロード」を押すと、入力内容が反映された医療機関申請書のＰＤＦがダウンロードできます。
「一時保存」を押すと、一時保存ができます。
「提出チェック✔」を押すと、提出前の内容確認画面に移動します。
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医療機関マイページ（医療機関申請書リスト）

マイページの「医療機関申請書リスト」を押すと、一度作
成に着手した医療機関申請書が、作成中・作成済み・
提出済み等のステータスごとに一覧で表示されます。
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医療機関申請書ステータス

✔

複数の分野の医療機関申請書を作成した場合は、
このマイページから複数の申請書の一括提出が行え
ます。
ステータスが「未提出」の医療機関申請書は「一括
提出」のチェックボックスにチェック ✔ をいれ、一覧表
の上に設けられている「一括提出」を押すと、チェック
✔ がついている医療機関申請書が同時に提出され
ます。
なお、申請書ごとの「提出」の列に表示されているア
ンダーバーがついている「提出」を押せば、申請書を
１つずつ提出することもできます。
医療機関申請書を削除したい場合は「削除」の
チェックボックスにチェック ✔ をいれ、１行目の「削
除」を押してください。
ステータスが「提出済」に変わると、「削除」のチェッ
クボックスが消失しますが、「差戻」をした場合は再度
編集や削除が可能となります。
ステータスが「審査組織による書類点検中」に変わ
ると、「差戻」はできなくなります。差戻しを希望する場
合は、画面右上の「お問合せ」から、Ｃ-２水準審査
事務局までお問合せください。

✔
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医療機関マイページ（技能研修計画リスト）

医療機関マイページの「技能研修計画リスト」を押すと、
技能の修練先をログイン中の医療機関とした技能研修
計画が、作成中・提出済み等のステータスごとに一覧で
表示されます。
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技能研修計画の申請書一覧（技能研修計画リスト）

作成中・院内承認待ちの申請書

技能研修計画の修練先をログイン中の医療機関に設
定し作成・提出された技能研修計画の一覧表が表示
されます。
なお、この一覧表に掲載されている技能研修計画は
まだ審査は行われません。

院内承認済（提出待ち）の申請書

医師から提出された技能研修計画のうち、医療機関
が承認した技能研修計画の一覧表が表示されます。
なお、この一覧表に掲載されている技能研修計画は
まだ審査は行われません。

提出済み（審査中）の申請書

医療機関が承認した技能研修計画のうち、医療機関
が提出した技能研修計画の一覧表が表示されます。
この一覧表に掲載されている技能研修計画に限り、
審査が行われることになります。

医師から提出された技能研修計画は、医療機関で「受理」した後、
「承認」を行ってください。なお、「受理」するまでは、技能研修計画を作
成した医師自らでその提出をキャンセルすることができます。
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技能研修計画の提出ステップ①：医療機関による技能研修計画の受理

作成中・院内承認待ち申請書一覧上で、複数の技能研修計画を同時に受理する「一括受理」が行えます。ステータスが「医療機関提出済
み」の技能研修計画は「一括受理」のチェックボックスにチェック ✔ をいれ、１行目の「一括受理」を押すと、チェック✔が入っている技能研修計
画をすべて受理することができます。なお、技能研修計画ごとの「一括受理」の列に表示されている「受理」を押せば、技能研修計画を１つずつ
受理することもできます。

✔

作成中・院内承認待ちの申請書

技能研修計画の修練先をログイン中の医療機
関に設定し作成・提出された技能研修計画の
一覧表が表示されます。
なお、この一覧表に掲載されている技能研修
計画はまだ審査は行われません。

医師から提出された（医療機関提出済
み）となっている申請書は、医療機関内で承
認手続きを行う前に「受理」してください。なお、
「受理」するまでは、技能研修計画を作成し
た医師自らが提出をキャンセルすることができ
ます。
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技能研修計画の提出ステップ②：医療機関による技能研修計画の承認（一覧表）

一覧表で「医療機関提出済み」と表示されている技能研修計画の申請番号を押すと、各技能研修計画の詳細画面に移動します。

医療機関においては、各医師が作成した技能研修計画の記載内容が、医師と医療機関とで認識の齟齬がないか、また計
画内容に現実と大きな隔たりがないか等を確認するという作業を経て、各技能研修計画を承認する必要があります。

Point

作成中・院内承認待ちの申請書

技能研修計画の修練先をログイン中の医療機
関に設定し作成・提出された技能研修計画の
一覧表が表示されます。
なお、この一覧表に掲載されている技能研修
計画はまだ審査は行われません。
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技能研修計画の提出ステップ②：医療機関による技能研修計画の承認（詳細画面）

技能研修計画の詳細画面において、
医療機関で内容を確認後、「院内承
認」を押すと、承認が行われたことにな
り、医療機関から技能研修計画の提
出を行うことができます。

医療機関から、技能研修計画を作成
した医師に対し、記載内容に関する疑
義が生じた場合は、医師からの技能
研修計画の提出を差し戻すことができ
ます。この場合は、「差戻コメント」にコ
メントを入力し、「差戻」を押してくださ
い（その後、医師に対しては差し戻さ
れた旨のメールが届きます）。
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技能研修計画の提出ステップ③：医療機関による技能研修計画の提出（詳細画面）

「院内承認」を押すと、「提出する」とい
うボタンが出現します。この「提出する」
を押すと、技能研修計画をＣ-２水準
審査事務局へ提出することができます。

「差戻」を押すと前ページと同様に、医
師からの技能研修計画の提出を差し
戻すことができます。（その後、医師に
対しては差し戻された旨のメールが届
きます）。
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技能研修計画の提出ステップ③：医療機関による技能研修計画の提出（一覧表）

✔

院内承認済（提出待ち）の申請書

医師から提出された技能研修計画のうち、
医療機関が承認した技能研修計画の一覧表
が表示されます。
なお、この一覧表に掲載されている技能研
修計画はまだ審査は行われません。

医療機関が技能研修計画を承認後、このページで複数の技能研修計画を同時に提出する「一括提出」が行えます。「一括提出」のチェック
ボックスにチェック ✔ をいれ、１行目の「一括提出」を押すと、チェック✔が入っている技能研修計画をすべて提出することができます。なお、技
能研修計画ごとの「一括提出」の列に表示されている「提出」を押せば、技能研修計画を１つずつ提出することもできます。 19



技能研修計画の提出ステップ③：医療機関による技能研修計画の提出（詳細画面への移動）

院内承認済（提出待ち）の申請書

医師から提出された技能研修計画のうち、
医療機関が受理した技能研修計画の一覧表
が表示されます。
なお、この一覧表に掲載されている技能研
修計画はまだ審査は行われません。

「院内承認済（提出待ち）の申請書」の一覧表に示されている技能研修計画の申請番号を押すと、各技能研修計画の詳細画面に移動します。
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Ｃ-２水準関連審査
お問合わせ
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Ｃｰ２水準関連審査お問合せ

お問い合わせは「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」
よりお願いいたします。

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

22


